
■航空連沿革 ：  

航空連の生い立ち（歴史）について簡単に紹介いたします 

 

   日本の民間航空の再開と労働組合の結成 

 

 １９５１年１０月２５日に日本航空がノースウエスト航空に運航を委託した形で営

業を開始しました｡ 

 １９５２年７月に航空法が公布・施行され７月に日本航空整備、日東航空、９月に

富士航空、１２月に極東航空、日本ヘリコプター、１９５３年８月に北日本航空、１１

月東亜航空が設立されました｡さらに、１２月に政府出資による日本航空が発足し

ました｡ 

航空労働組合の結成は、１９５１年１１月に日本航空にて全職種を組織して設立

された日本航空労働組合（日航労組）が始まりです｡１９５３年７月に日本航空整備

労組、１９５４年９月に日航労組から乗員組合が分離独立、１９５６年１月に日本ヘ

リコプター労組と乗員組合結成、１９５７年１２月に極東航空と日本ヘリコプターが

合併、全日空を設立、１９５８年２月全日空労組、４月全日空乗員組合結成へと続

きました｡ 

 

１９６０年から６２年の闘いで今日の労働条件の基礎が築かれた 

 

 １９６０年から６２年にかけて、日本航空にて労働条件改善の運動が本格的に取

り組まれました｡ １９６０年から６１年にかけ日本航空乗員組合は外国人乗員との

賃金格差（機長で外人４０万円/月、日本人１０万円/月）是正と、ジェット機導入に

伴う労働条件改善を求め、争議権を確立して闘いました｡６０年１１月と６１年５月

中央労働委員会の斡旋を経て乗務手当て６０時間保障制度と、勤務条件（離着陸

回数を基準にした勤務、乗務時間をカウントする）の確立を実現させました｡ 

 

 乗員組合の運動に影響を受け、日航労組は１９６１年から６２年にかけ争議権を

確立し運動を展開しました｡６２年４月１１日に民間航空で初めての６時間ストライ

キを行う等の闘いを通じ、賃金の引き上げ、労働時間短縮、年次有給休暇２０日、

メーデー休日、変則勤務手当ての新設等、大幅な労働条件の改善を実現させまし

た｡日本航空の労働条件改善に影響を受けて、全日空乗員組合は１９６１年から６



２年に、日本航空の水準を目標に争議権を確立して運動を展開し、６２年中央労

働委員会の斡旋を経て乗務手当て６５時間保障制度を確立させました｡ 全日空

乗員組合の労働条件改善と、日本航空労組の労働条件改善の影響を受け、全日

空労組は賃金の引き上げと労働時間の短縮を実現しました｡ 

 

航空の産別組織・民航労連の結成（１９６２年から６３年） 

 

 日本航空の闘いの前進を受け、１９６２年５月に日航労組、日本航空整備労組、

全日空労組の呼びかけで情報交換会が開催され、日本航空乗員組合、全日空乗

員組合、伊藤忠航空整備労組、ＢＯＡＣ労組、ノースウエスト航空労組、藤田航空

労組が参加しまた｡席上全日空労組から｢会議を開いて情報交換を行うだけにとど

まらず、１つの組織を持つべきである｣との提案があり、参加組合代表から賛成を

得ました｡その後、９月２５日に｢民間航空労組連絡会｣準備会が発足しました｡１２

月には運輸大臣が３月の日航労組のストライキを契機に民間航空を公益事業（争

議の事前予告義務を課す）に指定するとの国会発言によって、政府の航空労働者

への圧力が増していきました｡ 

 

 １９６３年３月２２日に９組合（伊藤忠航空整備労組、北日本航空労組、全日空労

組、日東航空労組、日本航空乗員組合、日本航空労組、日本航空整備労組、ノー

スウエスト航空労組、藤田航空労組）の連名で、｢組合活動に規制を加えんとする

公益事業指定、官僚統制を強化しようとする航空法改正、民間航空企業再編成等

から,労働者へのしわ寄せが予想される現状｣にあり「民間航空労組連絡会を結成

し労働条件向上のためともに手を取って進む」旨の民間航空労組連絡会（民航労

連）結成の声明を出しました｡翌年の６４年９月に規約などが確認され民航労連の

第１期がスタートしました｡ 

 

航空経営の役員解雇と分裂攻撃 

 

 １９６３年に日本航空へ日経連から２名の役員が派遣され、労務対策が強化され

ていきました｡ 

 １９６４年１１月日本航空乗員組合は、会社が外人乗員を教官業務に限定してい

た協約を無視路線業務へ拡大を行う計画等の撤回を求め指名ストライキを決行し

ました｡ 



 １９６５年春闘で４月２７日全日空労組はストライキを決行しました｡翌日の４月２

８日、日本航空は６４年１１月のストライキを指導した責任者として日本航空乗員

組合３役と教育宣伝部長の４名、全日空は４月２７日のストライキを指導した責任

者として３役３名に解雇通知を行い、航空労働者は航空経営から７名の役員の解

雇攻撃を受けました。さらに、１９６５年５月３１日、日本航空の機長グループが脱

退声明を発表以降、日本航空内の全ての組合は分裂攻撃を受け、航空労働者の

闘いは困難を強いられました｡ 

 

解雇撤回と分裂攻撃への反撃 

 

 １９６６年２月全日空労組三役の解雇撤回、日本航空乗員組合解雇撤回裁判闘

争の連続的勝利判決、全日空労組、乗員組合の日本航空を上回る労働条件の獲

得、日本航空内の職場からの闘いの前進の中から、１９７３年７月日本航空乗員

組合役員４名の解雇撤回を勝ち取り、１１月には日本航空乗員組合と、日本航空

運航乗務員組合の歴史的な統一が実現しました｡ 

 

「航空五者」から航空労組連絡会へ 

 

 １９７４年、労働条件の国際基準を政府、使用者、労働者代表で決めるＩＬＯの民

間航空準備会への日本側労働者代表選出のとりくみを通じて、民航労連・全日空

乗員組合・東亜国内航空乗員組合・日本航空乗員組合・日本航空客乗組合の１

団体・４組合が「航空五者」を発足しました。１９８０年「航空五者」を「８０春闘航空

労組連絡会」へ発展させ、さらに恒常的運動体として、「航空労組連絡会」に名称

を変更しまた。 活動面では「航空五者」時代の当初、３大闘争の情報交換と日程

調整から始まりましたが、１９７９年の航空運賃値上げを口実にした航空労働者の

賃金・労働条件攻撃に対する反撃として、航空政策活動を強化し、政府・マスコミ

ヘのアピール、論説委員との懇談等の対外的な取り組みを行いました。１９８２

年、航空運賃値上げ反対のとりくみ、航空政策セミナーを民航労連主催から航空

連主催へ発展させ、８４年には政策提言を政府に提出、また総務庁の航空行政勧

告に基づいた攻撃に対しても機敏に反撃してきました。１９８５年９月、航空労組連

絡会を全ての航空労働者の産別組繊としての確立を図るために「会則の確立・代

表者の設置・財政の確立」の方針が承認され、９月２８日に第１回定例総会開催さ



れました。そして、１０年間の運動を成果に立ち１９９５年２月１０日、日本民間航空

労働組合連合会は発展的に解消し航空労組連絡会に統一されました。 
 


